
電気関係
58件

（約54％）

〈阪神・淡路大震災※１〉

電気に起因する出火の可能性がある主な部位

大規模地震時における火災の発生状況

〈東日本大震災※２〉

※１「地震時における出火防止対策のあり方に関する調査検
討報告書、平成 10 年」（消防庁）を基に作成

※２ 日本火災学会誌「2011年東日本大震災 火災等調査報
告書」を基に作成

電気
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（約61％）
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ガス・石油
機器
24件

（約17％）

その他
50件

（約46％）

○ 過去の大規模地震においても、電気を原因とした火災が多く発生している。

○ 平成７年の阪神淡路大震災においては、139件の地震火災のうち、電気火災が85件（約６割）、

平成23年の東日本大震災においては、108件の地震火災のうち、電気火災が58件（約５割強）発生している。

※ 「大規模地震時の電気火災の発生抑
制に関する検討会 最終報告（概要）」
（平成27年3月）より 1

過去の大規模地震時における火災の発生状況

感震ブレーカーを
設置することで、
赤枠内（二次配線
を除く分電盤以
降）の火災は防止
できる

参 考

渡辺峰子議員　令和８年定例会６月定例会議　一般質問資料
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出典：内閣府HP 防災情報のページ「感震ブレーカーの設置促進に向けた取組の強化」(https://www.bousai.go.jp/pdf/260127_siryo.pdf）から抜粋
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○一般的に震度5強以上の地震を検知した際に自動的にブレーカーを落とし電気の供給を遮断させ、電気が原
因となる火災事故を防ぐ装置。

※上記は一般的な特徴・注意点ですので、機器により異なる場合があります。

感震ブレーカーの効果と種類感震ブレーカーの効果と種類

簡易タイプコンセントタイプ
分電盤タイプ
（後付型）

分電盤タイプ
（内蔵型）

ばねの作動や重りの落下によりブレーカーを落
として、電気を遮断。

コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知
し、コンセントから電気を遮断。

分電盤に感震機能を外付
けするタイプで、漏電ブ
レーカーが設置されてい
る場合に設置可能。

分電盤に内蔵されたセンサーが
揺れを感知し、ブレーカーを落
として電気を遮断。

機
器
概
要

3,000円～4,000円程度約5,000円～2万円約２万円約５万円～８万円
（標準的なもの）
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●ユーザー自ら取付けるため、設置方法に伴う
作動の信頼性にばらつきが生じるおそれがあ
る。

●設置方法による作動の信頼性のばらつき
が小さい。

●感震性能が高く、専門工事業者による設置のため、作動の
信頼性が高い。
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●作動すると通電が一斉に遮断されることから、
別途、避難用の照明等の確保が必要。

●在宅用医療用機器を設置している場合、停電
に対処できるようバッテリー等を備えること
が必要。

●作動時においても未設置のコンセントへの通
電は確保されることから、通電の遮断に伴う
避難等の支障は小さい。

※コンセント以外の配線、コンセントまでの屋
内配線及び未設置のコンセントで発生する火
災は予防できない。

●感震後、通電の遮断までに一定の待機時間（３分程度）が
設定されており、その間は照明が確保される。
※待機時間は変更可能。
●待機時間後には、建物全体にわたり通電が遮断されること
から、在宅用医療機器等を設置している場合、停電に対処
できるようバッテリー等を備えることが必要。

●電気工事不要。●電気工事が不要なタイプ（コンセント差込
型）と必要なタイプ（コンセント埋込型）の
両者がある。

●電気工事が必要。

●既設分電盤の形状によっては、取付け困難な
場合がある。

●電気製品の種別、レイアウトの変更等に応じ
た効果的な設置、継続的な対応が必要。

●感震ブレーカー等の設置の有無に関わらず、地震発生後に自宅から避難する際にはブレーカーを切ることも重要です。
●復電する場合には、事前にガス漏れ等がないことの確認や、電気製品の安全の確認が必要です。
●夜間等に大規模な地震が発生し、感震ブレーカー等が作動した場合、避難時の照明が確保できない可能性がありますので、一般的な防災対策としても、停電時に作動する足元灯や
懐中電灯などの照明器具を常備してください。

●感震ブレーカー等の設置場所における揺れは、住宅の構造や耐震・免震機能、階層、設置される壁の剛性や開口部の場所等によっても大きく異なります。このため、実際の地震時
における感震ブレーカー等の作動は、必ずしも各地の計測震度分布と同等に作動するものではなく、それぞれの家屋の特性等に応じて、屋内において家具の転倒等が生じる程度の
大きな揺れが発生した場合に、電熱器具等への通電が遮断されることを期待するものである点について、設置者における理解と周知を図る必要があります。

ି
ਔ
ਡ

2



趣 旨
「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和2年6月「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」決定）に基づき、内閣府・文

部科学省が連携し、有識者の意見も踏まえ、「生命（いのち）の安全教育」のための教材及び指導の手引きを作成。これにより、性犯罪・
性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないための教育を推進。

「生命（いのち）の安全教育」教材・指導の手引き等について

教材・指導の手引き等の内容

・発達段階に応じた、「生命（いのち）を大切にする」「加害者にならない」「被害者にならない」「傍観者にならない」ための教材等を作成
・具体的には、生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、生命を大
切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度等を、発達段階に応じて身に付けることをめざす。
・また、各段階に応じたねらいや展開、児童生徒から相談を受けた場合の対応のポイント、指導上の配慮事項、障害のある児童生徒への指
導方法の工夫、保護者への対応等を示した指導の手引きを作成。
・教材動画、教員研修用動画を作成。

【幼児期】
・「水着で隠れる部分」は自分だけの大切なところ
・相手の大切なところを、見たり、触ったりしてはいけない
・いやな触られ方をした場合の対応 等

【小学校】
・「水着で隠れる部分」は自分だけの大切なところ
・相手の大切なところを、見たり、触ったりしてはいけない
・いやな触られ方をした場合の対応
・ＳＮＳを使うときに気を付けること（高学年） 等
【中学校】
・自分と相手を守る「距離感」について。
・性暴力とは何か（デートＤＶ、ＳＮＳを通じた被害の例示）
・性暴力被害に遭った場合の対応 等

【高校】
・自分と相手を守る「距離感」について。
・性暴力とは何か（デートＤＶ、ＳＮＳを通じた被害、
セクハラの例示）
・二次被害について
・性暴力被害に遭った場合の対応 等

【高校卒業前、大学、一般（啓発資料）】
・性暴力の例、実態
・身近な被害実態
・性暴力が起きないようにするためのポイント
・性暴力被害に遭った場合の対応・相談先 等

（教材の主な内容）

【特別支援教育】
・小学校等向けの教材を活用しつつ、障害の状態を踏まえ教材を工
夫して実施。
・児童生徒の発達段階や障害の状態等に応じた個別指導を実施。

特

各段階の教材・指導の手引き、下記のサイトよりダウンロードできます。教材動画、教員研修用動画も下記サイトより視聴できます。
教育委員会や学校における研修や授業等において、本教材を投影したり配布したりするなどして、御活用いただけます。
文部科学省ホームページ「性犯罪・性暴力対策の強化について」（URL）https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html
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出典：文部科学省HP 「生命(いのち)の安全教育」の取組について（https://www.mext.go.jp/content/20240216-mxt_kyousei01-000014005_03.pdf）から抜粋



中学生向け教材例

小学生向け教材例

幼児向け教材例

高校生向け教材例
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